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令和７年度経済対策事業について 
                               産業経済部商工労働課 

 

長引く物価高騰や混乱が続く国際情勢の影響を受ける市内中小企業・小規模企業の経営及

び市民の生活を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し経済

対策事業を行います。 

 

 

１ 実施概要 

「物価高騰対応ＩＳＥＣＡプレミアムキャンペーン事業」「物価高騰対応中小企業ＧＸ

推進事業費補助金交付事業」の２事業を実施するものです。 

 

 

２ 内  容 

⑴  物価高騰対応ＩＳＥＣＡプレミアムキャンペーン事業 

目  的 物価高騰等の影響を受けた市内中小企業・小規模企業の経営及び市民の生活

を支援するため、ＩＳＥＣＡプレミアムキャンペーンを実施します。 

名  称 ｢地域の中小企業を応援！使って還元ＩＳＥＣＡプレミアムキャンペーン｣ 

  期  間 令和７年７月２２日（火）～１１月３０日（日） 

   還元仕様 中小店舗においてＩＳＥＣＡで買い物をすると、支払い金額の３０％分の

プレミアムポイントを還元します。 

        ※プレミアムポイント上限 １人あたり６，０００ポイント 

   対象店舗 市内のＩＳＥＣＡ加盟店のうち、中小店舗 

        ※大規模小売店舗（店舗面積１，０００平方メートル以上）を除く店舗等 

   有効期限 令和８年２月２８日（土） 

   予 算 額 ２億４千万円 

   そ の 他 詳細は別紙をご覧ください。 
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⑵  物価高騰対応中小企業ＧＸ推進事業費補助金交付事業 

目  的 経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション（ＧＸ） 

 経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対し 

て補助金を交付します。 

受付期間 令和７年７月２８日（月）～１０月３１日（金） 

     ※令和７年６月９日（月）コールセンター設置（午前９時～午後５時） 

予 算 額 ２億円（予算に達し次第、受付終了します。） 

補 助 率 １／２以内 

上 限 額 ２００万円（１事業者１回限り） 

対 象 者 市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主 

    ※学校法人、社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人を含みます。 

対象経費 市内の店舗、工場等内に業務用目的で設置する設備で、国等が定める 

省エネ基準を満たすもの 

・空調設備、照明設備、給湯設備、冷凍冷蔵設備、変圧器、ボイラー設備等 

・生産設備（工作機械、プレス機械、ダイカストマシン 等） 

・運送事業者による事業用車両 

申請方法 事務局へ郵送で提出 

 そ の 他 詳細は別紙をご覧ください。 

 

 

問い合わせ先 商工労働課 石原 ℡0270-27-2754 


